
1 
 

別添（別記様式第２号） 

 

浜の活力再生広域プラン 

令和８～１２年度 

第３期 

 

１ 広域水産業再生委員会 

 

広域委員会の

構成員 

・糸島市地域水産業再生委員会（糸島漁業協同組合、糸島市） 

・福岡市地域水産業再生委員会（福岡市漁業協同組合、福岡市） 

・新宮相島地域水産業再生委員会（新宮相島漁業協同組合、新宮町） 

・宗像地区地域水産業再生委員会（宗像漁業協同組合、宗像市、福津市） 

・遠賀地域水産業再生委員会（遠賀漁業協同組合、芦屋町、岡垣町） 

・北九州市地域水産業再生委員会（北九州市漁業協同組合、ひびき灘漁業協

同組合、北九州市） 

・福岡県 

・福岡県漁業協同組合連合会 

オブザーバー － 

 

 

対象となる地

域の範囲及び

漁業の種類 

糸島市、福岡市、新宮町、福津市、宗像市、岡垣町、芦屋町、北九州市 

 

まき網漁業（128名）、二双吾智網漁業（126名）、一双吾智網漁業（85名）、

小型底曳網漁業（80 名）、定置網漁業（38 名）、マス網漁業（19 名）、刺網

漁業（353名）、一本釣漁業及び曳縄漁業（911名）、延縄漁業（239名）、籠

漁業（336名）、たこつぼ漁業（57名）、潜水器漁業（47名）、採介藻漁業（723

名）、カキ養殖漁業（139名）、魚養殖業（6名）、海藻養殖業他（407名）・・・

延べ 3,566名 

令和５年４月時点 

 

 

 

 

 

 

 

組織名 筑前海区広域水産業再生委員会 

代表者名 佐藤 政俊（福岡県漁業協同組合連合会 代表理事会長） 
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図 筑前海広域浜プランの取り組み範囲（□は漁協、●は支所） 

  

 

２ 地域の現状 

（１）地域の水産業を取り巻く現状等 

 筑前海区は、九州の北端に位置し、日本海に面した玄界灘が地域の主な漁場である。漁業

の中心は、沿岸漁業で少量多品種の水揚げの漁業が多い地域である。離島も多く、世界遺産

に登録された沖ノ島をはじめ 10 ヶ所の離島がある。この地域の漁業は、まき網、二双吾智

網の大規模漁業や、一双吾智網、小型底びき網、小型定置網、刺網、釣り、延縄等の小規模

漁業、カキ、ワカメなどの養殖業が盛んに行われており、マダイ、アジ、ブリ、サワラ、フ

グ類、イカ類、エビ類、アワビ、サザエ等多くの魚種が漁獲される。また、海区のほとんど

が冬の季節風を受けやすく、静穏域が少ないため、カキ養殖を除き養殖業はほとんど発達し

ていない。 

 マダイはごち網や釣りなど、多くの漁業種類が漁獲する筑前海区の主要な魚種の一つであ

るが、近年では養殖技術の発達により、品質やサイズが揃い、安定した出荷が可能な養殖マ

ダイが重宝され、天然マダイは比較的低価格で取引されている。 

イカ釣り漁業者は、筑前海区全域の釣り漁業者の約２割を占め、その最も重要な対象魚種

は「イカの活造り」として高値で取引されているケンサキイカである。当地域では、この釣

りケンサキイカを「一本槍」としてブランド化し、活魚流通と加盟店制度による供給体制の

構築、一次加工品の開発による安定供給と販路拡大、イベント等の開催による知名度向上を

図っている。これらの取組により、ブランドとしてかなり浸透してきたが、より一層の取り
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組み強化が必要である。 

 カナトフグ（シロサバフグ）は、県漁連が中心となり、筑前海区全域で共販を実施し、市

場価格の安定を目指すとともに、一部を身欠き加工して販売し、付加価値を高めている。現

在行っている広域共販のノウハウを生かし、他魚種に広げることで、魚価の安定や加工品の

開発、有効利用につながることが必要である。 

 資源管理は、公的な規制に加えて、各種漁業種協議会（まき網、二双吾智網、一双吾智網、

ふぐ延縄、釣、青壮年）において、休漁日の設定、漁具漁法の制限及び小型魚の再放流等自

主的な取組を行い、筑前海区の水産資源の維持増大に努めており、今後も水産資源の維持・

回復や漁場環境の保全が必要である。 

 種苗放流は、有用種（トラフグ、クロアワビ、クルマエビ、ガザミ、カサゴ、アカウニ）

で行われているが、そのほとんどの種苗を生産している福岡県栽培漁業センター施設の老朽

化により、種苗の生産能力の低下が懸念される。計画的かつ安定した種苗放流の実施のため

には、同センターの補修及び更新も必要となっている。 

漁業就業者は、筑前海区の 7漁協の合計で 1,648名（令和６年４月１日現在）であるが、

５年前に比べて約 14％の大幅な減少となっている。当該地区も全国と同様に、新規漁業就業

者を確保することが重要な課題となっている。 

漁港は、地域水産業の生産及び流通に欠かせない基盤である

が、近年の気候変動や地震等による災害の懸念が高まってお

り、漁業者が今後も安心して安全に漁業を継続していくために

は、漁港施設の適切な機能維持、強化が必要である。あわせて、

漁港の機能分担を明確にし、水揚げの効率化や漁港の有効活用

により、漁業者の所得向上を図る必要がある。 

令和５年度の漁獲高は 13,578ｔ*であり、漁業者の高齢化や

後継者不足により水揚げ量の減少、燃油の変動や高船齢の漁船

が多いことによる経費の増加等で漁業所得が低下している。（*

令和６年度農林水産白書より。令和５年度漁獲量） 

漁業所得向上のため、令和６年度に各浜に於いて「第３期浜

プラン」を策定し、計画に基づき取組を行っているところであ

るが、さらに、各浜が広域に連携して課題の解決に取り組む必

要がある。 

また、平成 27 年からクロマグロのＴＡＣ管理が開始され、漁獲可能量の上限を遵守する

ためには、当該地域の延縄漁業、定置網漁業等による混獲回避対策が必要となっている。 

漁獲量(単位:ｔ) 

１ ぶり類 2,776 

２ さば類 2,298 

３ まだい 1,509 

４ まあじ 759 

５ たこ類 626 

６ さわら類 621 

７ いか類 589 

８ 他のたい類 556 

９ いさき 219 

10 まいわし 170 

 

（２）その他の関連する現状等 

 当地区は、福岡市、北九州市の２大都市を抱え、大消費地に恵まれており、産地市場であ

ると同時に消費市場としての側面を持つ。しかし、大消費地ゆえに全国からブランド水産物

が集まるため、鮮度面で有利であるはずの地元で水揚げされた水産物が相対的に低く評価さ

れやすくなっている。 
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 一方で市場外流通に関しては、道の駅をはじめとする直売所や、カキ小屋への出荷が盛ん

で、地域の活性化にも大きな役割を果たしている。 

 また、漁業経営体数、就業者数はともに減少傾向が続いており、また就業者の高齢化も課

題となっている。当地区の漁業生産を維持するために、新規就業者の確保が喫緊の課題とな

っている。 

 

３ 競争力強化の取組方針 

（１）機能再編・地域活性化に関する基本方針 

 ① 前期の浜の活力再生広域プランの評価（成果及び課題） 

 

 

② 今期の浜の活力再生広域プランの基本方針 

（１）集出荷・販売の広域連携 

＜漁連等＞ 

・ケンサキイカの県統一のブランドである「一本槍」については供給が不安定であるため、

販路の拡大が困難であったことから、第 3期広域浜プランでは、ケンサキイカの安定供

給を目的として「一本槍」の取り扱い生産者数の増加を目指す。 

 ・サワラの高鮮度保持は、引き続き、生き締め水氷冷却法の普及を進め、福岡県産サワラ

全体の品質の底上げを行う。併せて鮮度以外の様々な条件を調査しブランド化を進め

る。 

  ・共販事業の候補魚種として新たに「アカモク」を選定し、その出荷量や出荷先、生産量

等の情報を精査、共販による販売拡大の検討を行う。 

＜漁協＞ 

 ・糸島漁協等では、カキについては直売所や宅配による販売を継続するとともに、引き続

きカキ小屋の整備を進め、カキの認知度向上、販売力強化を図る。 

 ・安全で効率的な水揚げ作業が可能な漁港の外郭施設、係留施設等の整備を進めるととも

に、拠点漁港への陸揚・集出荷等の機能の集約化を一層進め、漁港機能の強化を図る。 

 ・各浜が有する冷凍保管施設等の共同利用施設について、地域毎に使用している施設を集

約統合することにより、集出荷の広域連携や多獲性魚の保管等への広域利用を図るとと

もに、施設運用の経費の削減に取り組む。また、宗像地区において高度衛生荷捌き施設

の効率的な運用を目指す。利用対象漁業種は、まき網漁業、はえ縄漁業、イカ釣り漁業

等。 

（２）多獲性・未利用魚等の有効利用 

＜漁協＞ 

 ・県漁連加工場や宗像地区の生鮮加工センターを拠点とし、天然マダイ、カワハギやマト

ウダイに加え近年急激に漁獲が増加しているくろまぐろの一次加工品の開発に取り組
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み資源の有効活用を図る。  

（３）資源づくりへの取り組み 

＜漁業者＞ 

 ・新たに結んだ各資源管理協定を基に、引き続き休業日の設定等の自主的取組を行うとと

もに、有用魚種の種苗放流を行う。 

＜県・市町・漁業者＞ 

 ・水産資源の生息場所の安定確保を図るため、沖合、沿岸域での魚礁の整備や設置調整に

引き続き取り組むとともに、藻場の機能低下による磯根資源への対策として、投石漁場

の整備及び干潟の保全活動に取り組む。 

（４）安定的な操業に必要なクロマグロの混獲回避活動の支援 

＜漁業者＞ 

・当地域では、機能再編・地域活性化や中核的担い手の育成に関する取組を行い、水産業

の競争力強化を図ることとしているが、これを促進するためには、本県の延縄漁業、定

置網漁業等の安定的な操業の実施が必要である。引き続き、当該漁業におけるクロマグ

ロの混獲が見られた際、混獲を回避するための取組を行うことにより、操業を続けつつ

適切な資源管理を実施する。 

（５）漁港施設の適切な維持 

＜県・市町・漁協＞ 

・既存の漁港施設の点検を行い、老朽化に伴い機能が低下しているものや安全対策が必要

な施設について洗い出し、適正な時期に対策工事を実施することで漁業活動時における

就労環境の改善や安全対策に取組む。 

 

（２）中核的担い手の育成に関する基本方針 

 ① 前期の浜の活力再生広域プランの評価（成果及び課題） 

 

  

② 今期の浜の活力再生広域プランの基本方針 

（１）中核的漁業者の育成 

＜漁連等＞ 

・県漁連の内部組織には、まき網漁業、吾智網漁業、延縄漁業、釣漁業など漁業種類ごと

の協議会と青壮年協議会が組織され、漁協の範囲を超えて情報の共有化を図ることで漁

業種間でのトラブル回避や協力体制の構築を進めている。この協議会活動を母体にし

て、漁業種ごとに中核的漁業者に向けた漁家経営や資源管理等の研修を行い、経営管理

能力の向上を図る。 

（２）新規就業者の確保・育成 
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＜漁連等＞ 

・まき網漁業、二双吾智網漁業などの雇用型漁業を新規就業者の受け皿として位置づけ、

乗組員としての就業の後に独立して着業を進める育成体系を構築する。 

・国の経営体育成総合支援事業、ふくおか農林漁業新規就業セミナー等を活用し、漁業就

業支援フェア、就業相談会等により新規漁業就業者の確保、育成を図る。 

 

（３）資源管理に係る取組 

福岡県の漁業調整規則による規制 

・アワビ 11/１～12/20の採捕禁止、殻長 10cm以下の採補禁止 

・ナマコ ４/１～9/30の採捕禁止 

・マダコ 100g 以下の採捕禁止（北九州市関門地区は、400ｇ以下） 

筑前海区漁業調整委員会指示 

・釣漁業 油イカ（魚油等の油性物に浸漬した全ての餌料及び疑似餌）の使用禁止 

・一本釣り漁業 集魚灯の電球の効力は 45kw 以内、且つ３kw以内のもの 15灯以内 

その他 

・二双吾智網 ５～10月までの間、第２、第４土曜日を休漁日とする 

・一双吾智網、エソ吾智網 第２、第４土曜日を休漁日とする 

・トラフグ延縄 底縄の操業期間９/20～３/20  

浮縄の操業期間 12/１～３/20 

再放流サイズ９/20～12/31 30ｃｍ １/１～３/20 35cm 以下 

 

 

（４）具体的な取組内容（年度ごとに数値目標とともに記載） 

１年目（令和８年度） 

取組内容 （１） 集出荷・販売の広域連携に関する取り組み 

＜漁連等＞ 

 ・イベント等でのＰＲやケンサキイカの一次加工品をホテルやレストラ

ンへ安定供給することで「一本槍」の認知度を高める。また、安定供給

を図る為、取り扱い生産者数５名の増加を目指す。 

・サワラの高鮮度保持は、引き続き生き締め水氷冷却法を継続、普及する

とともに、鮮度以外の様々な条件を調査し、ブランド化に必要なデー

タ収集を行う。 

・既存の共販事業と同様に、アカモクの系統販売に向け、集出荷等の調査

を行う。 

 ・地産地消の観点から、学校給食に提供できる食材の調査を行う。既存の

ブリに加えアナゴ、ノリなどの魚種について調査を行う。 

＜漁協＞ 

 ・各浜の共同保管施設・製氷施設等の調査を行い、広域で利用できる施設
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の把握を行うと共に、①水産業競争力強化緊急施設整備事業を活用し

て広域利用可能な設備の再整備に向けた検討を行う。 

・あわせて、県・市町と連携して⑤水産基盤整備事業を活用し、漁港整備

の実施や整備計画の検討を行うとともに、一本槍、サワラ、カナトフグ

等の水揚げ機能の効率化を進める。 

（２） 多獲性・未利用魚等の有効利用に関する取り組み 

＜漁連等＞ 

 ・近年漁獲量が増加傾向にあるくろまぐろの商品開発を量販店等と連携

して取り組む体制を構築する。 

（３） 資源づくりへの取り組み 

＜漁業者＞ 

・資源管理協定に基づく休漁日設定等の自主的取組について、各協議会等

で協議する。また、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育

成に関する基本計画に基づき有用種の種苗放流を実施する。 

 ・藻場の現状把握を行い、母藻設置や有害ウニ類の駆除等の保全活動を行

うとともに延縄漁業、定置網漁業等の安定的操業を図るため、当該漁業

においてクロマグロの混獲がみられた際、⑧クロマグロ混獲回避活動

支援事業を活用し、混獲を回避するための取組を行う。 

＜県・市町＞ 

 ・筑前海区の生産力向上を図るため、⑤水産基盤整備事業を活用し、沿岸

から沖合にかけて着定基質による増殖場の整備や魚礁の整備を行う。 

（４） 中核的漁業者の育成に関する取り組み 

＜漁連等＞ 

・将来にわたって意欲的に漁業経営に取り組むことが出来るよう、②水産

業競争力強化漁船導入緊急支援事業、③競争力強化型機器等導入緊急

対策事業、⑥水産業競争力強化金融支援事業を活用し、省力化、低コス

ト化などの経営改善を進められる「中核的漁業者」の育成に取り組む。 

・漁業種類ごとの協議会や青壮年協議会など協議会活動を通じて、中核的

漁業者に向けた漁家経営や資源管理等の研修を行い、経営管理能力の

向上を図る。 

（５） 新規就業者の確保・育成に関する取り組み 

＜漁連等＞  

・④経営体育成総合支援事業、ふくおか農林漁業新規就業セミナーを活用

し、中核的担い手の確保を行う。 

（６）漁港施設の適切な維持に関する取り組み 

＜市＞ 

・福岡市〈漁港管理者〉は、弘漁港で就労環境の改善を目的として⑩水産

業競争力強化漁港機能増進事業を活用し、防風柵の設置、船揚場舗装や
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照明灯の改良を行う。 

・福岡市〈漁港管理者〉は、志賀島漁港で就労環境の改善を目的として⑩

水産業競争力強化漁港機能増進事業を活用し、防風柵の設置を行う。 

 （継続） 

・福岡市〈漁港管理者〉は、西浦漁港で安全対策を目的として⑩水産業競

争力強化漁港機能増進事業を活用し、防舷材の改良を行う。 

・福岡市〈漁港管理者〉は、博多漁港で資源管理及び流通高度化を目的と

して⑩水産業競争力強化漁港機能増進事業を活用し、屋根の設置を行

う。 

活用する支援

措置等 

①  水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

②  水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国） 

③  競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

④  経営体育成総合支援事業（国） 

⑤  水産基盤整備事業（国） 

⑥  水産業競争力強化金融支援事業（国） 

⑦  水産業競争力強化緊急事業（広域浜プラン実証調査）（国） 

⑧  水産業競争力強化緊急事業（クロマグロ混獲回避活動支援）（国） 

⑨  水産業強化支援事業（国） 

⑩  水産業競争力強化漁港機能増進事業（国） 

 

２年目（令和９年度） 

取組内容 （１） 集出荷･販売の広域連携に関する取り組み 

＜漁連等＞ 

 ・イベント等でのＰＲやケンサキイカの一次加工品をホテルやレストラ

ンへ安定供給することで「一本槍」の認知度を高める。また、本年は

５名の新規取り扱い生産者数増を目指す。 

 ・サワラの高鮮度保持は、引き続き生き締め水氷冷却法の普及を進め、併

せてブランド化に必要なデータ収集を行う。 

 ・アカモクの系統販売に向けての流通体制を構築する。 

 ・地産地消の観点から、引き続き学校給食に提供できる食材の調査を行

うとともに、商品開発を行う。 

＜漁協＞ 

 ・各浜の共同保管施設・製氷施設等で広域利用可能な設備の再整備に優

先順位を付け、①水産業競争力強化緊急施設整備事業を活用し施設の

広域利用可能な再整備の計画策定を行う。 

 ・県・市町と連携して⑤水産基盤整備事業を活用し、漁港整備の実施や

整備計画の検討を行うとともに、一本槍、サワラ、カナトフグ等の水

揚げ機能の効率化を進める。 
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（２） 多獲性・未利用魚等の有効利用に関する取り組み 

＜漁連等＞  

 ・くろまぐろの商品開発を量販店等と連携して行う。 

（３） 資源づくりへの取り組み 

＜漁連等＞ 

 ・資源管理協定に基づく休漁日設定等の自主的取組について、各協議会

等で協議する。また、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物

の育成に関する基本計画に基づき有用種の種苗放流を実施する。 

 ・藻場の現状把握を行い、母藻設置や有害ウニ類の駆除等の保全活動を

行うとともに延縄漁業、定置網漁業等の安定的操業を図るため、当該

漁業においてクロマグロの混獲がみられた際、⑧クロマグロ混獲回避

活動支援事業を利用し、混獲を回避するための取組を行う。 

＜県・市町＞ 

 ・筑前海区の生産力向上を図るため、⑤水産基盤整備事業を活用し、沿岸

から沖合にかけて着定基質による増殖場の整備や魚礁の整備を行う。 

（４） 中核的漁業者の育成に関する取り組み 

＜漁連等＞ 

 ・将来にわたって意欲的に漁業経営に取り組むことが出来るよう、②水

産業競争力強化漁船導入緊急支援事業、③競争力強化型機器等導入緊

急対策事業、⑥水産業競争力強化金融支援事業を活用し、省力化、低

コスト化などの経営改善を進められる「中核的漁業者」の育成に取り

組む。 

 ・漁業種類ごとの協議会や青壮年協議会など協議会活動を通じて、中核

的漁業者に向けた漁家経営や資源管理等の研修を行い、経営管理能力

の向上を図る。 

（５） 新規就業者の確保・育成に関する取り組み 

＜漁連等＞ 

 ・④漁業人材育成総合支援事業、ふくおか農林漁業新規就業セミナーを

活用し、中核的担い手の確保を行う。 

活用する支援

措置等 

① 水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

② 水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国） 

③ 競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

④ 経営体育成総合支援事業（国） 

⑤ 水産基盤整備事業（国） 

⑥ 水産業競争力強化金融支援事業（国） 

⑦ 水産業競争力強化緊急事業（広域浜プラン実証調査）（国） 

⑧ 水産業競争力強化緊急事業（クロマグロ混獲回避活動支援）（国） 

⑨ 水産業強化支援事業（国） 
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３年目（令和１０年度） 

取組内容 （１） 集出荷･販売の広域連携に関する取り組み 

＜漁連等＞ 

・イベント等でのＰＲやケンサキイカの一次加工品をホテルやレストラ

ンへ安定供給することで「一本槍」の認知度を高める。また、本年は５

名の新規取り扱い生産者数増を目指す。 

・サワラの高鮮度保持は、引き続き生き締め水氷冷却法を普及し、ブラン

ド化に必要なデータ収集を行う。 

・学校給食向けの商品を引き続き開発を行い、学校給食会等への提案を行

う。 

 ・アカモクの系統販売に向けての集出荷販売体制を確立するともとに、そ

の他の魚種の中から新たに系統販売の可能性の高い魚種を選定する。 

＜漁協＞ 

 ・①水産業競争力強化緊急施設整備事業を活用し広域利用可能な設備の

再整備を行う。 

・県・市町と連携して⑤水産基盤整備事業を活用し、漁港整備の実施や整

備計画の検討を行うとともに、一本槍、サワラ、カナトフグ等の水揚げ

機能の効率化を進める。 

（２） 多獲性・未利用魚等の有効利用に関する取り組み 

＜漁連等＞ 

・くろまぐろの商品開発を量販店等と連携して行い、試験販売を開始す

る。 

（３）資源づくりへの取り組み  

＜漁業者＞ 

・資源管理協定に基づく休漁日設定等の自主的取組について、各協議会等

で協議する。また、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育

成に関する基本計画に基づき有用種の種苗放流を実施する。 

 ・藻場の現状把握を行い、母藻設置や有害ウニ類の駆除等の保全活動を行

うとともに延縄漁業、定置網漁業等の安定的操業を図るため、当該漁業

においてクロマグロの混獲がみられた際、⑧クロマグロ混獲回避活動

支援事業を利用し、混獲を回避するための取組を行う。 

＜県・市町＞ 

・筑前海区の生産力向上を図るため、⑤水産基盤整備事業を活用し、沿岸

から沖合にかけて着定基質による増殖場の整備や魚礁の整備を行う。 

（４）中核的漁業者の育成に関する取り組み 

 ＜漁連等＞ 

・将来にわたって意欲的に漁業経営に取り組むことが出来るよう、②水産
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業競争力強化漁船導入緊急支援事業、③競争力強化型機器等導入緊急

対策事業、⑥水産業競争力強化金融支援事業を活用し、省力化、低コス

ト化などの経営改善を進められる「中核的漁業者」の育成に取り組む。 

 ・漁業種類ごとの協議会や青壮年協議会など協議会活動を通じて、中核的

漁業者に向けた漁家経営や資源管理等の研修を行い、経営管理能力の

向上を図る。 

（５）新規就業者の確保・育成に関する取り組み 

＜漁連等＞ 

・④経営体育成総合支援事業、ふくおか農林漁業新規就業セミナーを活用

し、中核的担い手の確保を行う。 

援活用する支

措置等 

① 水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

② 水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国） 

③ 競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

④ 経営体育成総合支援事業（国） 

⑤ 水産基盤整備事業（国） 

⑥ 水産業競争力強化金融支援事業（国） 

⑦ 水産業競争力強化緊急事業（広域浜プラン実証調査）（国） 

⑧ 水産業競争力強化緊急事業（クロマグロ混獲回避活動支援）（国） 

⑨ 水産業強化支援事業（国） 

  

 

 

４年目（令和１１年度） 

取組内容 （１） 集出荷･販売の広域連携に関する取り組み 

＜漁連等＞ 

・イベント等でのＰＲやケンサキイカの一次加工品をホテルやレストラ

ンへ安定供給することで「一本槍」の認知度向上に努める。本年は４名

の新規取り扱い生産者数増を目指す。 

・サワラの高鮮度保持は、引き続き生き締め水氷冷却法を普及するととも

に、これまで収集したデータを基に、地域ブランドの定義等を定める。 

・学校給食向けの商品開発を引き続き行い、学校給食会等への提案を行

う。 

・アカモク及び新たに選定した系統販売魚種の集出荷体制及び販路構築

を進める。 

＜漁協＞ 

 ・①水産業競争力強化緊急施設整備事業を活用し広域利用可能な設備の

再整備を行う。 

・県・市町と連携して⑤水産基盤整備事業を活用し、漁港整備の実施や整
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備計画の検討を行うとともに、一本槍、サワラ、カナトフグ等の水揚げ

機能の効率化を進める。 

（２） 多獲性・未利用魚等の有効利用に関する取り組み 

＜漁連等＞ 

・くろまぐろの商品開発を量販店等と行い、販売を開始する。 

（３） 資源づくりへの取り組み  

＜漁連等＞ 

・資源管理協定に基づく休漁日設定等の自主的取組について、各協議会等

で協議する。また、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育

成に関する基本計画に基づき有用種の種苗放流を実施する。 

 ・藻場の現状把握を行い、母藻設置や有害ウニ類の駆除等の保全活動を行

うとともに延縄漁業、定置網漁業等の安定的操業を図るため、当該漁業

においてクロマグロの混獲が見られた際、⑧クロマグロ混獲回避支援

事業を利用し、混獲を回避のための取組を行う。 

＜県・市町＞ 

・筑前海区の生産力向上を図るため、⑤水産基盤整備事業を活用し、沿岸

から沖合にかけて着定基質による増殖場の整備や魚礁の整備を行う。 

（４） 中核的漁業者の育成に関する取り組み 

＜漁連等＞ 

・将来にわたって意欲的に漁業経営に取り組むことが出来るよう、②水産

業競争力強化漁船導入緊急支援事業、③競争力強化型機器等導入緊急

対策事業、⑥水産業競争力強化金融支援事業を活用し、省力化、低コス

ト化などの経営改善を進められる「中核的漁業者」の育成に取り組む。 

・漁業種類ごとの協議会や青壮年協議会など協議会活動を通じて、中核的

漁業者に向けた漁家経営や資源管理等の研修を行い、経営管理能力の

向上を図る。 

（５） 新規就業者の確保・育成に関する取り組み 

＜漁連等＞ 

・④経営体育成総合支援事業、ふくおか農林漁業新規就業セミナーを活用

し、中核的担い手の確保を行う。 

活用する支援

措置等 

①  水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

②  水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国） 

③  競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

④  漁業人材育成総合支援事業（国） 

⑤  水産基盤整備事業（国） 

⑥  水産業競争力強化金融支援事業（国） 

⑦  水産業競争力強化緊急事業（広域浜プラン実証調査）（国） 

⑧  水産業競争力強化緊急事業（クロマグロ混獲回避活動支援）（国） 
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⑨  水産業強化支援事業（国） 

 

５年目（令和１２年度） 

取組内容 （１） 集出荷･販売の広域連携に関する取り組み 

＜漁連等＞ 

・イベント等でのＰＲやケンサキイカの一次加工品をホテルやレストラ

ンへ安定供給することで「一本槍」の認知度向上に努める。本年は４名

の新規取り扱い生産者数増を目指す。 

・サワラの高鮮度保持は、引き続き生き締め水氷冷却法を普及し、これま

で収集したデータを基に、地域ブランドの定義等を定める。 

・地域ブランドの定着を図るとともに、福岡県産高品質サワラ全体の評価

の向上を図る。 

・アカモク及び新たに選定した系統販売魚種の出集荷体制及び販路構築

を確立する。 

・学校給食向けの商品開発を引き続き行い、学校給食会等への提案を行

う。 

＜漁協＞ 

 ・①水産業競争力強化緊急施設整備事業を活用し広域利用可能な設備の

再整備を行う。 

・県・市町と連携して⑤水産基盤整備事業を活用し、漁港整備の実施や整

備計画の検討を行うとともに、一本槍、サワラ、カナトフグ等の水揚げ

機能の効率化を進める。 

（２） 多獲性・未利用魚等の有効利用に関する取り組み 

＜漁連等＞ 

・量販店との連携体制を強化して、新たな魚種での商品開発を進める。 

（３）資源づくりへの取り組み 

＜漁連等＞ 

・資源管理協定に基づく休漁日設定等の自主的取組について、各協議会等

で協議する。また、水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育

成に関する基本計画に基づき有用種の種苗放流を実施する。 

 ・藻場の現状把握を行い、母藻設置や有害ウニ類の駆除等の保全活動を行

うとともに延縄漁業、定置網漁業等の安定的操業を図るため、当該漁業

においてクロマグロの混獲が見られた際、⑧クロマグロ混獲回避支援

事業を利用し、混獲を回避のための取組を行う。 

＜県・市町＞ 

・筑前海区の生産力向上を図るため、⑤水産基盤整備事業を活用し、沿岸

から沖合にかけて着定基質による増殖場の整備や魚礁の整備を行う。 
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（４）中核的漁業者の育成に関する取り組み 

＜漁連等＞ 

・将来にわたって意欲的に漁業経営に取り組むことが出来るよう、②水産

業競争力強化漁船導入緊急支援事業、③競争力強化型機器等導入緊急

対策事業、⑥水産業競争力強化金融支援事業を活用し、省力化、低コス

ト化などの経営改善を進められる「中核的漁業者」の育成に取り組む。 

・漁業種類ごとの協議会や青壮年協議会など協議会活動を通じて、中核的

漁業者に向けた漁家経営や資源管理等の研修を行い、経営管理能力の

向上を図る。 

（５）新規就業者の確保・育成に関する取り組み 

＜漁連等＞ 

・④漁業人材育成総合支援事業、ふくおか農林漁業新規就業セミナーを活

用し、中核的担い手の確保を行う。 

活用する支援

措置等 

①  水産業競争力強化緊急施設整備事業（国） 

②  水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業（国） 

③  競争力強化型機器等導入緊急対策事業（国） 

④  経営体育成総合支援事業（国） 

⑤  水産基盤整備事業（国） 

⑥  水産業競争力強化金融支援事業（国） 

⑦  水産業競争力強化緊急事業（広域浜プラン実証調査）（国） 

⑧  水産業競争力強化緊急事業（クロマグロ混獲回避活動支援）（国） 

⑨  水産業強化支援事業（国） 

 

（５）関係機関との連携 

各取組について、行政、研究機関、系統団体等の指導、協力を受けながら事業を推進する。

また、量販店、直売所等と連携し、販路拡大、販売促進、魚食普及に取り組んでいく。 

 

（６）他産業との連携 

・量販店とくろまぐろ等の新商品の開発 

・ＪＡや生協との連携 

・機能性食品の商品開発を行う企業との連携 
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４ 成果目標 

（１） 成果目標の考え方 

機能再編・地域活性化を目指すに当たり以下を成果目標とする。 

① 「一本槍」の取り扱い生産者数 

県統一ブランド「一本槍」の品質管理を強化するとともに、「一本槍」生産者数を増やす

ことにより安定的な供給を目指す。 

② くろまぐろ一次加工品の販売額 

鮮魚流通のみに頼らず、くろまぐろ等を一次加工し、ホテル、飲食店、量販店への販売

量増加を推進する。 

③ アカモクの販売額 

  アカモクを共同出荷することで安定供給、販促力を強化し、より多くの出荷先を確保

することで販売額の増加を図る。 

④ 新規就業者数 

  新規就業者を安定して確保することにより、海区の生産量を維持する。 

 

（２）成果目標 

①「一本槍」取り扱い生産

者数 

基準年 23名（令和８年３月末） 

目標年 46名（令和 13年３月末） 

②くろまぐろ一次加工品の

販売額 

 

基準年 ０万円  （令和７年度） 

目標年 1,000万円（令和 12年度） 

③ アカモクの販売額 基準年 537万円（令和７年度） 

目標年 644万円（令和 12年度) 

④新規就業者数 基準年 ３３人 （令和６年度） 

目標年 １６５人（令和８～12年度累計） 

 

（３）上記の算出方法及びその妥当性 

①「一本槍」の取り扱い生産者数 

「一本槍」の現在の取り扱い生産者数は 23名であるが、この人数では漁模様に大きく左右

され、「一本槍」の安定供給ができていない。そこで、より多くの漁業者に対しブランド化

の趣旨、目的を共有し、令和 12年度までに「一本槍」に参画する生産者の数を令和７年度

の２倍の 46 名まで増加する。 

②くろまぐろ一次加工品の販売額 

 近年、本県海域ではくろまぐろの漁獲量が急増しているが、漁獲が一時期に集中すること

が多く、鮮魚流通のみでは市場価格が大きく下がるリスクがある。この為、一次加工品の

開発を行い販売力を強化する。令和 12年度までに販売額 1,000 万円を目指す。 

③アカモクの販売額 

漁連の共同出荷を活用し、アカモクの単価の向上、販路の拡大を図り、令和 12年度までに
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令和７年度に比べ約 20％の販売額の増加を目標とする。 

④新規就業者数 

 県の基本計画において、県全体で 70 人／年の新規就業者を目標としており、漁業者数で案

分すると、筑前海区における毎年の新規就業者数はおよそ 30 人を維持する必要がある。そこ

で令和 6 年度実績である 33 人を基準とし、これを維持することを目標とする。 
 

 

５ 関連施策 

  活用を予定している関連施策名とその内容及びプランとの関係性 

事業名 事業内容及び浜の活力再生広域プランとの関係性 

水産業競争力強化緊

急施設整備事業（国） 

・共同施設の再整備を行う。 

・未利用魚等の活用のための共同加工施設の増設を行う。 

水産業競争力強化漁

船導入緊急支援事業

（国） 

・中核的漁業者へのリース方式による漁船の提供を行う。 

水産業競争力強化漁

港機能増進事業（国） 

・漁港の機能を増進し、競争力のある生産・流通体制を構築するた

めに必要となる漁港施設等を整備する。 

競争力強化型機器等

導入緊急対策事業

（国） 

・漁船の古くなった主機関の省エネ機関等への機関換装を行う。 

経営体育成総合支援

事業（国） 
・まき網、二双吾智網漁業等への新規就業者確保支援を行う。 

水産基整備事業（国） 
・漁港、漁場の整備を行うことで、機能再編による効率化の推進や

生産力の向上を図る。 

水産業競争力強化金

融支援事業（国） 

・中核的漁業者に支援する水産業競争力強化のための資金につい

て、実質無利子、無担保・無保証人等での融資可能を図る。 

クロマグロ混獲回避

支援事業（国） 
・クロマグロ混獲回避を行い、適切な資源管理を行う。 

広域浜プラン実証調

査事業（国） 
・広域浜プランを達成するために、実証調査を行う。 

 


